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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の電話装置および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して他のネットワーク
に接続されるように構成された第一のネットワークと、第二の電話装置および他の通信装
置が第二のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構成された第二
のネットワークとを、接続制御装置による制御によって通信可能に接続する接続制御シス
テムであって、
前記第一のデータ中継装置は、
前記第一の電話装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている際に、前記第
一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通信で通信可能
に接続する旨の要求を示す接続要求を前記第一の電話装置から受け付ける接続要求受付手
段と、
前記接続要求受付手段によって前記第一の電話装置から接続要求を受け付けた場合に、
当該接続要求とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一電話番号と前記第
二の電話装置に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置に送信する接続要
求送信手段と、
前記接続制御装置は、
前記電話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるデータ中継装置が、前記音声
通信とは異なる通信で利用する当該データ中継装置を一意に識別するアドレス情報であっ
て、接続相手のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情報を対応付けて記
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憶するアドレス情報記憶手段と、
前記第一のデータ中継装置から前記接続要求および電話番号を受信した場合に、前記ア
ドレス情報記憶手段から、前記第一電話番号に対応する前記第一のデータ中継装置のアド
レス情報と前記第二電話番号に対応する前記第二のデータ中継装置のアドレス情報とを取
得し、各アドレス情報を用いた前記音声通信とは異なる通信で前記第一のデータ中継装置
および第二のデータ中継装置を通信可能に接続する通信接続手段と、
を備えたことを特徴とする接続制御システム。
【請求項２】
前記アドレス情報記憶手段は、前記電話装置の電話番号ごとに、各データ中継装置が前
記音声通信とは異なる通信に際して用いる鍵情報をさらに対応付けて記憶し、
前記接続制御手段は、前記アドレス情報記憶手段から前記第一のデータ中継装置および
第二のデータ中継装置に対応する鍵情報をそれぞれ取得し、当該第一のデータ中継装置お
よび第二のデータ中継装置を通信可能に接続するに際して、前記鍵情報を各データ中継装
置に送信することを特徴とする請求項１に記載の接続制御システム。
【請求項３】
前記通信接続手段は、前記第二のデータ中継装置に対して接続要求を転送し、当該第二
のデータ中継装置から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、
前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置を前記音声通信とは異なる通信で
通信可能に接続することを特徴とする請求項１または２に記載の接続制御システム。
【請求項４】
前記第二のデータ中継装置は、
前記第一の電話装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている際に、前記第
一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通信で通信可能
に接続する旨の要求を示す接続要求を前記第二の電話装置から受け付ける接続要求受付手
段と、
前記接続要求受付手段によって前記第二の電話装置から接続要求を受け付けた場合に、
当該接続要求とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一電話番号と前記第
二の電話装置に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置に送信する接続要
求送信手段と、をさらに備え、
前記接続制御装置の通信接続手段は、
前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置から前記接続要求および電話番
号をそれぞれ受信した場合に、前記アドレス情報記憶手段から各電話番号に対応するアド
レス情報として前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置のアドレス情報を
それぞれ取得し、各アドレス情報を用いて前記第一のデータ中継装置および第二のデータ
中継装置を前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続することを特徴とする請求項１
または２に記載の接続制御システム。
【請求項５】
前記接続要求受付手段は、前記接続要求とともに、前記第一のネットワークが接続を許
可されている所定の第三者通信装置を特定するための第三者特定情報を受け付け、
前記接続要求送信手段は、前記接続要求および電話番号とともに、前記第三者特定情報
を前記接続制御装置に送信し、
前記通信接続手段は、前記第一のデータ中継装置から、前記接続要求および電話番号と
ともに第三者特定情報を受信した場合に、当該第三者特定情報で特定される前記第三者通
信装置および前記第一のデータ中継装置を前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続
するとともに、前記第三者通信装置および前記第二のデータ中継装置を前記音声通信とは
異なる通信で通信可能に接続することを特徴とする請求項１または２に記載の接続制御シ
ステム。
【請求項６】
前記データ中継装置は、前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置が通信
可能に接続された後、前記第一の電話装置と第二の電話装置との間で実行されていた音声
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通信が終了したことを検知した場合に、前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中
継装置による通信を終了するように制御する通信終了制御手段をさらに備えたことを特徴
とする請求項１～５のいずれか一つに記載の接続制御システム。
【請求項７】
第一の電話装置および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して他のネットワーク
に接続されるように構成された第一のネットワークと、第二の電話装置および他の通信装
置が第二のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構成された第二
のネットワークとを、接続制御装置による制御によって通信可能に接続することに適する
接続制御方法であって、
前記第一のデータ中継装置は、
前記第一の電話装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている際に、前記第
一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通信で通信可能
に接続する旨の要求を示す接続要求を前記第一の電話装置から受け付ける接続要求受付工
程と、
前記接続要求受付工程によって前記第一の電話装置から接続要求を受け付けた場合に、
当該接続要求とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一電話番号と前記第
二の電話装置に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置に送信する接続要
求送信工程と、
前記接続制御装置は、
前記第一のデータ中継装置から前記接続要求および電話番号を受信した場合に、前記電
話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるデータ中継装置が、前記音声通信とは
異なる通信で利用する当該データ中継装置を一意に識別するアドレス情報であって、接続
相手のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情報を対応付けて記憶するア
ドレス情報記憶部から、
前記第一電話番号に対応する前記第一のデータ中継装置のアドレス情報と前記第二電話
番号に対応する前記第二のデータ中継装置のアドレス情報とを取得し、各アドレス情報を
用いて前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続する通信
接続工程と、
を含んだことを特徴とする接続制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、第一の電話装置および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して他の
ネットワークに接続されるように構成された第一のネットワークと、第二の電話装置およ
び他の通信装置が第二のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構
成された第二のネットワークとを、接続制御装置による制御によって通信可能に接続する
接続制御システムおよび接続制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ネットワーク機能を持つ家電（いわゆる、情報家電）が普及するにつれて、
各家庭では、これらの情報家電を用いてホームネットワークの構築がなされている。そし
て、これら各家庭のホームネットワーク間でデータなどのやり取りなどが行われるように
なってきている。
【０００３】
　そこで、このようなホームネットワーク同士など離れたネットワーク同士を接続する様
々な技術が開示されている。
【０００４】
　例えば、非特許文献１では、通常、使用されているアナログ電話機とは別のＶＯＩＰ電
話機を用意し、さらに、このＶＯＩＰ電話機自体に新しくネットワーク接続機能を追加し
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て、その機能を実行することで、離れたネットワークを接続する技術が開示されている。
具体的には、このＶＯＩＰ電話機にネットワーク機能を設定し、当該機能が実行されると
、ＶＯＩＰ電話機は、接続先装置との間に一時的な仮想ネットワークを構築する。そして
、ＶＯＩＰ電話機は、自ネットワーク装置のＩＰアドレスを接続先端末装置に割当てるこ
とで、相互にアドレス変換をしながら通信を行う。
【０００５】
【非特許文献１】鯉江尚央、猿渡俊介、水野浩太郎、森川博之、青山友紀　著、“Ｔｅｌ
ｅｓｈａｒｅ：通話をメタファとしたアクセス制御技術”、東京大学、２００５年　電子
情報通信学会、信学技報、ＮＳ２００４－２５８、ＩＮ２００４－２５８（２００５－２
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記した非特許文献１の技術では、一般的に使用されているアナログ電話機
とは別に、ＶＯＩＰ電話機が必要であり、さらに、離れたネットワーク同士を接続するた
めの機能をＶＯＩＰ電話機に新たに設定および実行する必要であるので、利用者の負担が
大きいという課題があった。
【０００７】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
利用者の負担なく、容易に異なるネットワーク同士を接続することが可能である通信シス
テム、通信方法および通信プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、第一の電話装置および他の通
信装置が第一のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構成された
第一のネットワークと、第二の電話装置および他の通信装置が第二のデータ中継装置を介
して他のネットワークに接続されるように構成された第二のネットワークとを、接続制御
装置による制御によって通信可能に接続する接続制御システムであって、前記第一のデー
タ中継装置は、前記第一の電話装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている
際に、前記第一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通
信で通信可能に接続する旨の要求を示す接続要求を前記第一の電話装置から受け付ける接
続要求受付手段と、前記接続要求受付手段によって前記第一の電話装置から接続要求を受
け付けた場合に、当該接続要求とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一
電話番号と前記第二の電話装置に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置
に送信する接続要求送信手段と、前記接続制御装置は、前記電話装置の電話番号ごとに、
各電話装置が接続されるデータ中継装置が、前記音声通信とは異なる通信で利用する当該
データ中継装置を一意に識別するアドレス情報であって、接続相手のデータ中継装置との
通信を可能にするためのアドレス情報を対応付けて記憶するアドレス情報記憶手段と、前
記第一のデータ中継装置から前記接続要求および電話番号を受信した場合に、前記アドレ
ス情報記憶手段から、前記第一電話番号に対応する前記第一のデータ中継装置のアドレス
情報と前記第二電話番号に対応する前記第二のデータ中継装置のアドレス情報とを取得し
、各アドレス情報を用いた前記音声通信とは異なる通信で前記第一のデータ中継装置およ
び第二のデータ中継装置を通信可能に接続する通信接続手段と、を備えたことを特徴とす
る。
【０００９】
　また、本発明は、上記の発明において、前記アドレス情報記憶手段は、前記電話装置の
電話番号ごとに、各データ中継装置が前記音声通信とは異なる通信に際して用いる鍵情報
をさらに対応付けて記憶し、前記接続制御手段は、前記アドレス情報記憶手段から前記第
一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置に対応する鍵情報をそれぞれ取得し、当
該第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続するに際して、前
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記鍵情報を各データ中継装置に送信することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、上記の発明において、前記通信接続手段は、前記第二のデータ中継装
置に対して接続要求を転送し、当該第二のデータ中継装置から当該接続要求を許可する旨
の接続許可応答を受信した場合に限り、前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中
継装置を前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、上記の発明において、前記第二のデータ中継装置は、前記第一の電話
装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている際に、前記第一のデータ中継装
置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続する旨の要
求を示す接続要求を前記第二の電話装置から受け付ける接続要求受付手段と、前記接続要
求受付手段によって前記第二の電話装置から接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求
とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一電話番号と前記第二の電話装置
に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置に送信する接続要求送信手段と
、をさらに備え、前記接続制御装置の通信接続手段は、前記第一のデータ中継装置および
第二のデータ中継装置から前記接続要求および電話番号をそれぞれ受信した場合に、前記
アドレス情報記憶手段から各電話番号に対応するアドレス情報として前記第一のデータ中
継装置および第二のデータ中継装置のアドレス情報をそれぞれ取得し、各アドレス情報を
用いて前記第一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置を前記音声通信とは異なる
通信で通信可能に接続することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、上記の発明において、前記接続要求受付手段は、前記接続要求ととも
に、前記第一のネットワークが接続を許可されている所定の第三者通信装置を特定するた
めの第三者特定情報を受け付け、前記接続要求送信手段は、前記接続要求および電話番号
とともに、前記第三者特定情報を前記接続制御装置に送信し、前記通信接続手段は、前記
第一のデータ中継装置から、前記接続要求および電話番号とともに第三者特定情報を受信
した場合に、当該第三者特定情報で特定される前記第三者通信装置および前記第一のデー
タ中継装置を前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続するとともに、前記第三者通
信装置および前記第二のデータ中継装置を前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続
することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記の発明において、前記データ中継装置は、前記第一のデータ中継
装置および第二のデータ中継装置が通信可能に接続された後、前記第一の電話装置と第二
の電話装置との間で実行されていた音声通信が終了したことを検知した場合に、前記第一
のデータ中継装置および第二のデータ中継装置による通信を終了するように制御する通信
終了制御手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、第一の電話装置および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して
他のネットワークに接続されるように構成された第一のネットワークと、第二の電話装置
および他の通信装置が第二のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるよう
に構成された第二のネットワークとを、接続制御装置による制御によって通信可能に接続
することに適する接続制御方法であって、前記第一のデータ中継装置は、前記第一の電話
装置と第二の電話装置との間で音声通信が実行されている際に、前記第一のデータ中継装
置と第二のデータ中継装置とを前記音声通信とは異なる通信で通信可能に接続する旨の要
求を示す接続要求を前記第一の電話装置から受け付ける接続要求受付工程と、前記接続要
求受付工程によって前記第一の電話装置から接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求
とともに、前記第一の電話装置に割り当てられている第一電話番号と前記第二の電話装置
に割り当てられている第二電話番号とを前記接続制御装置に送信する接続要求送信工程と
、前記接続制御装置は、前記第一のデータ中継装置から前記接続要求および電話番号を受
信した場合に、前記電話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるデータ中継装置
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が、前記音声通信とは異なる通信で利用する当該データ中継装置を一意に識別するアドレ
ス情報であって、接続相手のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情報を
対応付けて記憶するアドレス情報記憶部から、前記第一電話番号に対応する前記第一のデ
ータ中継装置のアドレス情報と前記第二電話番号に対応する前記第二のデータ中継装置の
アドレス情報とを取得し、各アドレス情報を用いて前記第一のデータ中継装置および第二
のデータ中継装置を通信可能に接続する通信接続工程と、を含んだことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、第一の電話装置および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して
他のネットワークに接続されるように構成された第一のネットワークと、第二の電話装置
および他の通信装置が第二のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるよう
に構成された第二のネットワークとを通信可能に接続する接続制御システムにおける前記
データ中継装置であって、自己のネットワークに接続される電話装置または他のネットワ
ークから、自己のネットワークと他のネットワークとを音声通信とは異なる通信で通信可
能に接続する旨の要求を示す接続要求を受け付ける接続要求受付手段と、前記接続要求受
付手段によって自己のネットワークに接続される電話装置または他のネットワークから接
続要求を受け付けた場合に、自己のネットワークに接続される電話装置と他のネットワー
クに接続される電話装置との間で音声通信が実行されていることを根拠に、前記他のネッ
トワークが、音声通信とは異なる通信で利用する当該データ中継装置を一意に識別するア
ドレス情報であって、接続相手のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情
報を取得して、当該アドレス情報を用いて自己のネットワークと他のネットワークとを音
声通信とは異なる通信で通信可能に接続する通信接続手段と、を備えたことを特徴とする
。
【００１６】
　また、本発明は、上記の発明において、前記接続要求受付手段によって前記自己のネッ
トワークに接続される電話装置から接続要求を受け付けた場合に、前記接続要求と前記ア
ドレス情報とを前記他のネットワークに送信する接続要求送信手段をさらに備え、前記通
信制御手段は、前記接続要求と前記アドレス情報とが前記他のネットワークに送信される
と、当該他のネットワークから当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合
に限り、前記自己のネットワークと他のネットワークとを音声通信とは異なる通信で通信
可能に接続することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、第一のデータ中継装置は、第一の電話装置と第二の電話装置との間で
通信が実行されている際に、第一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを通信可能
に接続する旨の要求を示す接続要求を第一の電話装置から受け付けて、第一の電話装置か
ら接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求とともに、第二の電話装置に割り当てられ
ている電話番号を接続制御装置に送信し、接続制御装置は、電話装置の電話番号ごとに、
各電話装置が接続されるデータ中継装置を一意に識別するためのアドレス情報を対応付け
て記憶し、第一のデータ中継装置から接続要求および電話番号を受信した場合に、第一の
データ中継装置のアドレス情報を取得するとともに、電話番号に対応するアドレス情報と
して第二のデータ中継装置のアドレス情報を取得し、各アドレス情報を用いて第一のデー
タ中継装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続するので、利用者の負担なく、
異なるネットワーク同士を容易に接続することが可能である。
【００１８】
　例えば、一般的に使用されているアナログ電話機とは別に、あたらしくＶＯＩＰ電話機
を購入し、さらに、そのＶＯＩＰ電話機でネットワーク接続を行うために、ＩＰアドレス
などの接続情報を設定したり、操作手順を習得する必要がなく、通常のアナログ電話機ま
たは何ら特別な設定がされていないＩＰ電話機だけで異なるネットワーク同士を接続する
ことができる結果、利用者の負担なく、容易に異なるネットワーク同士を接続することが
可能である。
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【００１９】
　また、本発明によれば、電話装置の電話番号ごとに、各データ中継装置が通信に際して
用いる鍵情報をさらに対応付けて記憶し、第一のデータ中継装置および第二のデータ中継
装置に対応する鍵情報をそれぞれ取得し、当該第一のデータ中継装置および第二のデータ
中継装置を通信可能に接続するに際して、鍵情報を各データ中継装置に送信するので、利
用者の負担なく、異なるネットワーク同士を容易にかつ安全に接続することが可能である
。
【００２０】
　例えば、ＶＰＮなどのセキュアな接続を行うために必要な鍵情報などを、電話機で使用
する音声通信上でやり取りする必要がなく、利用者の負担なく、容易にかつ安全に高度な
ＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【００２１】
　また、本発明によれば、第二のデータ中継装置に対して接続要求を転送し、当該第二の
データ中継装置から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、第
一のデータ中継装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続するので、無条件で接
続せずに、接続先が許可する場合のみ接続することができ、勝手に接続されることを防ぐ
結果、セキュリティを高くしつつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を
接続することが可能である。
【００２２】
　また、本発明によれば、第二のデータ中継装置は、第一の電話装置と第二の電話装置と
の間で通信が実行されている際に、第一のデータ中継装置と第二のデータ中継装置とを通
信可能に接続する旨の要求を示す接続要求を第二の電話装置から受け付けて、第二の電話
装置から接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求とともに、第二の電話装置に割り当
てられている電話番号を接続制御装置に送信し、接続制御装置は、第一のデータ中継装置
および第二のデータ中継装置から接続要求および電話番号をそれぞれ受信した場合に、各
電話番号に対応するアドレス情報として、第一のデータ中継装置および第二のデータ中継
装置を一意に識別するアドレス情報であって、接続相手のデータ中継装置との通信を可能
にするためのアドレス情報をそれぞれ取得し、各アドレス情報を用いて第一のデータ中継
装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続するので、片方のＧＷ装置から接続要
求を受信して、許可応答を待つのに比べて、接続制御装置は、迅速にＧＷ装置を接続する
アドレス情報などを取得して、両方のＧＷ装置に送信することができる結果、ＧＷ装置が
接続要求を送信してから、ＧＷ装置間の接続が完了するまでの処理時間を短縮することが
可能である。
【００２３】
　また、本発明によれば、接続要求とともに、第一のネットワークが接続を許可されてい
る所定の第三者通信装置を特定するための第三者特定情報を受け付け、接続要求および電
話番号とともに、第三者特定情報を接続制御装置に送信し、第一のデータ中継装置から、
接続要求および電話番号とともに第三者特定情報を受信した場合に、当該第三者特定情報
で特定される第三者通信装置および第一のデータ中継装置を通信可能に接続するとともに
、第三者通信装置および第二のデータ中継装置を通信可能に接続するので、複数のネット
ワーク同士を容易に相互接続することが可能である。
【００２４】
　例えば、第一のネットワークの利用者Ａが音楽ダウンロードサービスに利用者登録して
おり、第二のネットワークの利用者Ｂが音楽ダウンロードサービスに利用者登録していな
い場合に、利用者Ａがお勧めの音楽の視聴を利用者Ｂに促したとすると、利用者Ｂは利用
者登録する必要はなく、音楽ダウンロードサービスを利用することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、データ中継装置は、第一のデータ中継装置および第二のデータ
中継装置が通信可能に接続された後、第一の電話装置と第二の電話装置との間で実行され
ていた通信が終了したことを検知した場合に、第一のデータ中継装置および第二のデータ
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中継装置による通信を終了するように制御するので、切断に際しても、特別な能力や機能
を必要とせず、さらに、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士を容易に接続および
切断することが可能である。
【００２６】
　例えば、切断するのに、電話機を操作する必要がなく、利用者の負担を軽減することが
でき、さらに、電話機による通話が完了しているにも関わらず、無駄な接続を防止するこ
とができ、第三者のネットワーク侵入の機会を防ぐことができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、自己のネットワークに接続される電話装置または他のネットワ
ークから、自己のネットワークと他のネットワークとを通信可能に接続する旨の要求を示
す接続要求を受け付けて、自己のネットワークに接続される電話装置または他のネットワ
ークからから接続要求を受け付けた場合に、自己のネットワークに接続される電話装置と
他のネットワークに接続される電話装置との間で通信が実行されていることを根拠に、他
のネットワークに割り当てられた、データ中継装置を一意に識別するアドレス情報であっ
て、接続相手のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情報を取得して、当
該アドレス情報を用いて自己のネットワークと他のネットワークとを通信可能に接続する
ので、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士を容易にかつ安全に接続することが可
能である。
【００２８】
　例えば、第一のネットワークと第二のネットワークとがＶＯＩＰ網で接続されており、
第一の電話装置と第二の電話装置とがＶＯＩＰ電話機である場合、データ中継装置は、第
一の電話装置と第二の電話装置とのセッション情報から第二のネットワークに接続される
ルータなどに割り当てられている第二のデータ中継装置を一意に識別するアドレス情報で
あって、第一のデータ中継装置との通信を可能にするためのアドレス情報を取得して、当
該アドレス情報を用いて第一のネットワークと第二のネットワークとを通信可能に接続す
るので、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士を容易にかつ安全に接続することが
可能である。
 
【００２９】
　また、本発明によれば、自己のネットワークに接続される電話装置から接続要求を受け
付けた場合に、前記接続要求と前記アドレス情報とを前記他のネットワークに送信し、接
続要求とアドレス情報とが他のネットワークに送信されると、当該他のネットワークから
当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、自己のネットワークと
他のネットワークとを通信可能に接続するので、無条件で接続せずに、接続先が許可する
場合のみ接続することができ、勝手に接続されることを防ぐ結果、セキュリティを高くし
つつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【００３０】
　例えば、接続要求としてＶＰＮ接続情報を送信する場合、当該接続要求をＳＩＰ（Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄ
ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｉｔｏｃｏｌ）のネゴシエーション要求である場合、ＳＤＰ
上で接続要求やＶＰＮ接続情報をやり取りすることができる結果、セキュリティを高くし
つつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る接続制御装置の実施例を詳細に説明する。
なお、以下の実施例で用いる主要な用語、実施例１に係る通信装置の概要および特徴、実
施例１に係る通信装置の構成および処理の手順、実施例１の効果を順に説明し、続いて、
他の実施例について説明する。
【実施例１】
【００３２】
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［用語の説明］
　まず最初に、本実施例で用いる主要な用語を説明する。本実施例で用いる「接続制御装
置」とは、異なるネットワーク同士を通信可能に接続する。つまり、第一の電話装置およ
び他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構
成された第一のネットワークと、第二の電話装置および他の通信装置が第二のデータ中継
装置を介して他のネットワークに接続されるように構成された第二のネットワークとを、
通信可能に接続する装置である。例を挙げると、電話機（Ａ）およびＷｅｂＴＶなどがＧ
Ｗ装置（Ａ）を介してインターネットやＶｏＩＰ網、ＰＳＴＮ網、ＩＰ網などに接続され
るように構成された宅内ネットワーク（Ａ）（例えば、家庭内ＬＡＮ、ホームネットワー
クなど）と、電話機（Ｂ）およびＷｅｂＴＶなどがＧＷ装置（Ｂ）を介してインターネッ
トやＶｏＩＰ網、ＰＳＴＮ網、ＩＰ網などに接続されるように構成された宅内ネットワー
ク（Ｂ）とを接続する。なお、「接続制御装置」は、特許請求の範囲に記載の「接続制御
装置」に対応する。
【００３３】
　また、それぞれの宅内ネットワークに構成される装置としては、上記した「電話機」や
「ＷｅｖｂＴＶ」以外にも「ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）」などの情報
家電がある。「電話機（Ａ）」「電話機（Ｂ）」は、アナログ電話機やＶｏＩＰ電話機な
どのテンキーを備え、ダイアル信号により相手先を指定して通話接続を行う電話機である
。「ＷｅｂＴＶ」は、インターネットが利用できるテレビであり、テレビを見ながら、Ｗ
ＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）を閲覧したり、電子メールを送受信したりするこ
とができる。「ＰＣ」は、一般的に使用されている家庭用コンピュータであり、文書や図
などのドキュメントを作成する他、ＧＷ装置を介してインターネットに接続して、音楽や
映画のダウンロードや検索サイトへのアクセスを行うことができる。また、これらの装置
は、あくまで一例であり、上記した情報家電以外にも家電標準化技術であるＤＬＮＡ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｉｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）やＵＰｎＰ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ）などのプロトコルを用いて接続される「メ
ディアサーバ」や、「ハードディスクレコーダ」など様々な装置がある。
【００３４】
　なお、「電話機（Ａ）」は、特許請求の範囲に記載の「第一の電話装置」に対応し、「
電話機（Ｂ）」は、同様に、特許請求の範囲に記載の「第二の電話装置」に対応する。た
だし、本実施例では、「電話機（Ａ）」を、特許請求の範囲に記載の「第一の電話装置」
とし、「電話機（Ｂ）」を、特許請求の範囲に記載の「第二の電話装置」として説明する
が、本発明はこれに限定されるものではなく、「電話機（Ｂ）」や他のネットワークにあ
る電話機が「第一の電話装置」としてもよく、接続要求を送信した電話機が「第一の電話
装置」となり、当該接続要求先のネットワークに存在する電話機が「第二の電話装置」と
なる。
【００３５】
　また、インターネットに接続される装置としては、ＧＷ装置（Ｃ）を介して、インター
ネットに接続される「サービスサーバ（Ｃ）」などがある。「サービスサーバ（Ｃ）」は
、音楽ダウンロード、映画の視聴、検索サイトなどの各種サービスを提供するＳＰ（Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）の装置である。「サービスサーバ（Ｃ）」は、サービス
利用登録を行った利用者（利用者装置）のみがサービスを利用することができ、この利用
者登録により利用者を管理することで、サービスの不正利用などを防いでいる。この「サ
ービスサーバ（Ｃ）」は、あくまで一例であり、他にもＳＰにより様々なサーバが存在す
る。
【００３６】
　また、本実施例で用いる「ＧＷ装置（Ａ）」「ＧＷ装置（Ｂ）」「ＧＷ装置（Ｃ）」と
は、宅内ネットワークおよびインターネットなどの宅外ネットワークを通信可能に接続す
る装置であり、アドレス変換やデータの載せ換えなどを行うことにより情報家電を相互接
続する。具体的には、インターネットと宅内ネットワークの間に配置され、ホームルータ
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、プロトコル変換、ファイアウォール、ファイアウォールのルール動的変更などの機能や
放送受信機能などのセットトップボックスを備える。例えば、宅内ネットワークに設置さ
れたＷｅｂＴＶから発信されるリクエストであり、当該宅内ネットワークに設置されたＨ
ＤＤやＰＣからＷｅｂＴＶに提供されるサービスに関して情報を要求する旨のリクエスト
を受信したり、宅内ネットワークに設置されたＷｅｂＴＶからインターネット接続要求を
受信して、ＮＡＴ変換を行い、当該要求をインターネット網に送信したりする。
【００３７】
　また、これら「ＧＷ装置（Ａ）」「ＧＷ装置（Ｂ）」「ＧＷ装置（Ｃ）」は、宅内ネッ
トワークの電話回線と外部の公衆電話交換回線網であるＰＳＴＮ網（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗ
ｉｔｃｈ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）とを接続する機能を備える。具体的
に例を挙げると、宅内ネットワークに接続される電話機（Ａ）、電話機（Ｂ）などの既存
のアナログ電話機からダイアル信号を受信し、交換機などを介して、当該電話機と接続先
とを接続する。さらに、ＶｏＩＰ－ＧＷ（Ｖｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ―ＧａｔｅＷａｙ）としての機能を有するとともに、ＩＰ電話アダプタを有
し、宅内ネットワークと外部のＶｏＩＰ網とを接続する。具体的に例を挙げると、宅内ネ
ットワークに接続されたＩＰ電話からダイアル番号を受信し、外部のＶｏＩＰ網に接続さ
れるＩＰ電話機と接続する。また、ＩＰ電話アダプタは、必ずしもＧＷ装置に内蔵されて
いる必要はなく、他の装置として宅内ネットワークに接続されていてもよい。
【００３８】
　なお、「ＧＷ装置（Ａ）」は、特許請求の範囲に記載の「第一のデータ中継装置」に対
応し、「ＧＷ装置（Ｂ）」は、同様に、特許請求の範囲に記載の「第二のデータ中継装置
」に対応し、「ＧＷ装置（Ｃ）」は、特許請求の範囲に記載の「第三者通信装置」に対応
する。また、これらの「ＧＷ装置」に関しても、上記した「電話機」と同様に、本実施例
では、「ＧＷ装置（Ａ）」を、特許請求の範囲に記載の「第一のデータ中継装置」とし、
「ＧＷ装置（Ｂ）」を、特許請求の範囲に記載の「第二のデータ中継装置」として説明す
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、「ＧＷ装置（Ｂ）」や他のＧＷ装置が「
第一のデータ中継装置」としてもよく、接続要求を送信した電話機が接続されるＧＷ装置
が「第一のデータ中継装置」となり、当該接続要求先のネットワークにあるＧＷ装置が「
第二のデータ中継装置」となる。
【００３９】
［接続制御装置の概要および特徴］
　次に、図１を用いて、実施例１に係る接続制御装置の概要および特徴を説明する。図１
は、実施例１に係る接続制御装置を含むシステムの全体構成図である。
【００４０】
　図１に示すように、このシステムは、宅内ネットワーク（Ａ）と、宅内ネットワーク（
Ｂ）と、接続制御装置とが、インターネットやＶｏＩＰ網・ＰＳＴＮ網により接続されて
構成される。宅内ネットワーク（Ａ）は、ＧＷ装置（Ａ）と、電話機（Ａ）と、ＷｅｂＴ
ＶやＰＣなどの情報家電（ネットワーク装置）とから構成される。そして、これらの宅内
ネットワークに接続される各装置は、ＧＷ装置（Ａ）を介してインターネットに接続され
て、接続制御装置やＧＷ装置（Ｂ）に接続される。また、電話機（Ａ）は、ＧＷ装置（Ａ
）を介して、ＶｏＩＰ網やＰＳＴＮ網に接続され、電話機（Ｂ）と音声接続（通話）され
る。
【００４１】
　また、宅内ネットワーク（Ｂ）も、宅内ネットワーク（Ａ）と同様に、ＧＷ装置（Ｂ）
と、電話機（Ｂ）と、ＷｅｂＴＶやＰＣなどの情報家電（ネットワーク装置）とから構成
される。そして、これらの宅内ネットワークに接続される各装置は、ＧＷ装置（Ｂ）を介
してインターネットに接続されて、接続制御装置やＧＷ装置（Ａ）に接続される。また、
電話機（Ｂ）は、ＧＷ装置（Ｂ）を介して、ＶｏＩＰ網やＰＳＴＮ網に接続され、電話機
（Ａ）と音声接続（通話）される。
【００４２】
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　そして、電話機（Ａ）には、電話番号「０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が割り当てられ、同
様に、電話機（Ｂ）には、電話番号「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が割り当てられている。
また、ＧＷ装置（Ａ）には、ＩＰアドレス「１９２．１６８．１．１」が設定されており
、同様に、ＧＷ装置（Ｂ）には、ＩＰアドレス「１０．１．１．１」が設定されている。
そして、図１では、電話機（Ａ）は、電話番号「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」をダイアルし
て、電話機（Ｂ）と通信が実行されている状態、つまり、電話機（Ａ）を発信元、電話機
（Ｂ）を着信先として通話状態にある。
【００４３】
　このような構成のもと、実施例１に係る接続制御装置は、上記したように、宅内ネット
ワーク（Ａ）と、宅内ネットワーク（Ｂ）とを、通信可能に接続することを概要とするも
のであり、特に、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士（宅内ネットワーク（Ａ）
と宅内ネットワーク（Ｂ））を容易に接続することが可能である点に主たる特徴がある。
【００４４】
　この主たる特徴を具体的に説明すると、図１に示すように、接続制御装置は、電話機（
Ａ）や電話機（Ｂ）の電話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるＧＷ装置を一
意に識別するためのアドレス情報を対応付けてアドレス情報ＤＢに記憶する。具体的には
、『設定されている「電話番号」、ＧＷ装置に割り当てられた「ＩＰアドレス」』として
「０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ、１９２．１６８．１．１」や「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ、１
０．１．１．１」などと記憶する。
【００４５】
　そして、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）との間で通信が実行されてい
る際に、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とを通信可能に接続する旨の要求を示す接続要
求を電話機（Ａ）から受け付ける（図１の（１）と（２）参照）。上記した例で具体的に
説明すると、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）が電話機（Ｂ）と通話中に、プッシュボタ
ン押下や受話器のｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作などの特定の動作を行うことで
送信される宅内ネットワーク（Ｂ）との接続要求を電話機（Ａ）から受信する。
【００４６】
　続いて、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）から接続要求を受け付けた場合に、当該接続
要求とともに、電話機（Ｂ）に割り当てられている電話番号を接続制御装置に送信する（
図１の（３）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ
）から接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求とともに、電話機（Ａ）に割り当てら
れている電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話機（Ｂ）に割り当てられている電話
番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とを接続制御装置に送信する。
【００４７】
　その後、接続制御装置は、電話機（Ａ）から接続要求および電話番号を受信した場合に
、ＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報を取得するとともに、アドレス情報ＤＢから電話番号に
対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報を取得し、各アドレス情報を
用いてＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）を通信可能に接続する（図１の（４）～（６
）参照）。
【００４８】
　上記した例で具体的に説明すると、接続制御装置は、電話機（Ａ）から接続要求および
電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とを受信し
た場合に、アドレス情報ＤＢから電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）に対応するＧＷ装
置（Ａ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）と、電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸ
ＸＸ）に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報（１０．１．１．１
）を取得する。なお、ＧＷ装置（Ａ）は、必ずしも電話機（Ａ）の電話番号を送信する必
要はなく、電話機（Ａ）と接続制御装置が通信できていることを根拠に、当該接続要求か
らＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）を取得するようにしてもよ
い。
【００４９】
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　そして、接続制御装置は、取得したＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報（１０．１．１．１
）をＧＷ装置（Ａ）に送信するとともに、取得したＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報（１９
２．１６８．１．１）をＧＷ装置（Ｂ）に送信する。その後、接続制御装置は、ＧＷ装置
（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とにそれぞれ送信したアドレス情報を使用して、ＧＷ装置（Ａ）
にＧＷ装置（Ｂ）と接続することを指示する。その後、ＧＷ装置（Ａ）は、受信したアド
レス情報を用いて、ＧＷ装置（Ｂ）と通信可能に接続する。
【００５０】
　このように、実施例１に係る接続制御装置は、上記した主たる特徴のごとく、利用者の
負担なく、宅内ネットワーク（Ａ）と宅内ネットワーク（Ｂ）などのように異なるネット
ワーク同士を容易に接続することが可能である。
【００５１】
［接続制御装置を含むシステムの構成］
　次に、図２と図３を用いて、図１に示した接続制御装置を含むシステムの構成を説明す
る。図２は、実施例１に係る接続制御装置を含むシステムの構成を示すブロック図であり
、図３は、アドレス情報ＤＢに記憶される情報の構成例を示す図である。図２に示すよう
に、このシステムは、ＧＷ装置（Ａ）１０と、ＧＷ装置（Ｂ）２０と、接続制御装置３０
とから構成される。
【００５２】
（ＧＷ装置（Ａ）１０の構成）
　ＧＷ装置（Ａ）１０は、外部ネットワークＩ／Ｆ部１１と、内部ネットワークＩ／Ｆ部
１２と、電話機接続Ｉ／Ｆ部１３と、記憶部１４と、制御部１５とから構成される。外部
ネットワークＩ／Ｆ部１１は、インターネットおよびＶＯＩＰ網、ＰＳＴＮ網に接続され
る装置との間でやり取りされる通信を制御する。具体的に例を挙げると、外部ネットワー
クＩ／Ｆ部１１は、インターネットに接続される接続制御装置３０やＧＷ装置（Ｂ）２０
と接続要求などの各種データのやり取りを行い、ＶＯＩＰ網またはＰＳＴＮ網に接続され
るＧＷ装置（Ｂ）２０との間で、それぞれのＧＷ装置に接続される電話機から出力される
音声データのやり取りなどを行う。
【００５３】
　内部ネットワークＩ／Ｆ部１２は、宅内ネットワーク（Ａ）に接続される他の装置との
間でやり取りされる通信を制御する。具体的には、宅内ネットワーク（Ａ）に接続される
ＰＣやＷｅｂＴＶなどとの間でやり取りされる通信を制御する。例えば、内部ネットワー
クＩ／Ｆ部１２は、ＰＣやＨＤＤなどからインターネット接続要求を受信し、外部ネット
ワークＩ／Ｆ部１１に当該インターネット接続要求を転送して、ＰＣやＨＤＤは、インタ
ーネットに接続することができる。
【００５４】
　電話機接続Ｉ／Ｆ部１３は、宅内ネットワーク（Ａ）に接続される電話機（Ａ）との間
でやり取りされる通信を制御する。具体的に例を挙げれば、電話機（Ａ）からダイアル信
号を受信し、当該ダイアル信号を後述する制御部に送信したり、接続先の電話機とやり取
りされる音声信号を受信したりする。
【００５５】
　記憶部１４は、制御部１５による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
。具体的に例を挙げると、インターネットに接続するために必要なＩＰアドレス（例えば
、１．１．１．１など）や、特定動作によるダイアル信号と当該ダイアル信号を受信した
場合に処理内容とを対応付けて記憶する。さらに例を挙げると、受話器のｏｎ－ｈｏｏｋ
－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作やプッシュボタン押下によるダイアル信号を受信すると、接続要
求を送信するなどといった処理内容を記憶する。なお、記憶部１４に記憶される各種のデ
ータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することがで
きる。
【００５６】
　制御部１５は、制御プログラム、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要
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データを格納するための内部メモリを有するとともに、特に本発明に密接に関連するもの
としては、接続要求受付部１６と、音声通信処理部１７と、接続要求送信部１８と、接続
部１９とを備え、これらによって種々の処理を実行する。
【００５７】
　接続要求受付部１６は、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）との間で通信が実行されている際
に、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とを通信可能に接続する旨の要求を示す接続要求を
電話機（Ａ）から受け付ける。具体的に例を挙げれば、電話機（Ａ）から受話器のｏｎ－
ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作やプッシュボタン押下によるダイアル信号を受信すると
、接続要求受付部１６は、記憶部１４に当該ダイアル信号と接続要求送信が対応付けて記
憶されていることより、当該ダイアル信号を接続要求として受信し、後述する接続要求送
信部１８に送信する。また、電話機（Ａ）からダイアル信号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
などの電話番号を受信すると、接続要求受付部１６は、後述する音声通信処理部１７に当
該電話番号を送信する。
【００５８】
　音声通信処理部１７は、受信したダイアル信号および音声信号に対して、各種処理を行
う。具体的に例を挙げれば、接続要求受付部１６から電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
など）を受信すると、音声通信処理部１７は、ＰＳＴＮ網に接続される図示しない交換機
に当該ダイアル信号を送信し、電話機（Ｂ）と接続する。また、電話機（Ａ）と電話機（
Ｂ）との間で通信が実行されている際に、電話機（Ａ）から音声信号を受信すると、音声
通信処理部１７は、当該音声信号を電話機（Ｂ）に送信し、電話機（Ｂ）からインターネ
ットを介して音声信号を受信すると、当該音声信号を電話機（Ａ）に送信する。
【００５９】
　接続要求送信部１８は、接続要求受付部１６によって電話機（Ａ）から接続要求を受け
付けた場合に、当該接続要求とともに、電話機（Ａ）および電話機（Ｂ）にそれぞれ割り
当てられている電話番号を接続制御装置３０に送信する。上記した例で具体的に説明する
と、電話機（Ａ）から受話器のｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作やプッシュボタン
押下によるダイアル信号を受信すると、接続要求受付部１６は、当該ダイアル信号に基づ
いて接続要求を接続要求送信部１８に送信する。その後、接続要求送信部１８は、電話機
（Ａ）の電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と接続先である電話機（Ｂ）の電話番号（
０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）を取得して、受信した当該接続要求と電話機（Ａ）の電話番号
（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話機（Ｂ）の電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とを
接続制御装置３０に送信する。
【００６０】
　接続部１９は、ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とを接続する。上記した例で
具体的に説明すると、接続制御装置３０からＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報（１０．
１．１．１）とＶＰＮ接続に必要な鍵情報とを受信するとともに、接続制御装置３０から
ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とを接続する旨の指示を受信すると、接続部１
９は、受信したＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報（１０．１．１．１）と鍵情報とを用
いて、ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とをＶＰＮを用いて接続し（鍵情報を設
定したり、ファイアウォールの設定変更を行ったりするなど）、宅内ネットワーク（Ａ）
と宅内ネットワーク（Ｂ）とをセキュアな回線で通信可能に接続する。
【００６１】
（ＧＷ装置（Ｂ）２０の構成）
　ＧＷ装置（Ｂ）２０は、ＧＷ装置（Ａ）１０と同様に、外部ネットワークＩ／Ｆ部２１
と、内部ネットワークＩ／Ｆ部２２と、電話機接続Ｉ／Ｆ部２３と、記憶部２４と、制御
部２５の接続要求受付部２６と、音声通信処理部２７と、接続要求送信部２８と、接続部
２９とから構成され、上記したＧＷ装置（Ａ）１０の外部ネットワークＩ／Ｆ部１１と、
内部ネットワークＩ／Ｆ部１２と、電話機接続Ｉ／Ｆ部１３と、記憶部１４と、制御部１
５の接続要求受付部１６と、音声通信処理部１７と、接続要求送信部１８と、接続部１９
と同様の機能を有するので、ここでは、その詳細な説明は省略する。
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【００６２】
（接続制御装置３０の構成）
　接続制御装置３０は、通信制御Ｉ／Ｆ部３１と、記憶部３２と、制御部３４とから構成
される。通信制御Ｉ／Ｆ部３１は、インターネットを介してＧＷ装置（Ａ）１０やＧＷ装
置（Ｂ）２０との間でやり取りされる通信を制御する。上記した例で具体的に説明すると
、ＧＷ装置（Ａ）１０から接続要求を受信したり、ＧＷ装置（Ａ）１０にＧＷ装置（Ｂ）
２０のアドレス情報を送信したり、ＧＷ装置（Ｂ）２０にＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス
情報を送信したりする。
【００６３】
　記憶部３２は、制御部３４による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納し、
特に本発明に密接に関連するものとしては、アドレス情報記憶部３３を備える。アドレス
情報記憶部３３は、電話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるＧＷ装置を一意
に識別するためのアドレス情報を対応付けて記憶する。上記した例で具体的に説明すると
、図３に示すように、『設定されている「電話番号」、ＧＷ装置に割り当てられた「ＩＰ
アドレス」、ＶＰＮ接続を行うのに必要な「鍵情報」』として「０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ
、１９２．１６８．１．１、ＸＸＸＸ」や「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ、１０．１．１．１
、ＹＹＹＹ」などと記憶する。なお、アドレス情報記憶部３３に記憶される各種のデータ
やパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる
。
【００６４】
　制御部３４は、ＯＳ（Operating System）などの制御プログラム、各種の処理手順など
を規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有するとともに、
特に本発明に密接に関連するものとしては、通信制御部３５を備え、これらによって種々
の処理を実行する。
【００６５】
　通信制御部３５は、ＧＷ装置（Ａ）１０から接続要求および電話番号を受信した場合に
、ＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情報を取得するとともに、アドレス情報記憶部３３から
電話番号に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報を取得する。
また、アドレス情報記憶部３３からＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０に対応
する鍵情報をそれぞれ取得し、当該ＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０を通信
可能に接続するに際して、鍵情報をＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０に送信
する。そして、ＧＷ装置（Ｂ）２０に対して接続要求を転送し、当該ＧＷ装置（Ｂ）２０
から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、ＧＷ装置（Ａ）１
０およびＧＷ装置（Ｂ）２０を通信可能に接続する。
【００６６】
　上記した例で具体的に説明すると、通信制御部３５は、電話機（Ａ）から接続要求と電
話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とを受信した
場合に、アドレス情報記憶部３３から電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）に対応するＧ
Ｗ装置（Ａ）１０のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）と、電話番号（０６－ＸＸ
Ｘ－ＸＸＸＸ）に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報（１０
．１．１．１）を取得し、また、アドレス情報記憶部３３からＧＷ装置（Ａ）１０および
ＧＷ装置（Ｂ）２０に対応する鍵情報（ＸＸＸＸとＹＹＹＹ）をそれぞれ取得する。
【００６７】
　そして、通信制御部３５は、ＧＷ装置（Ｂ）２０に対して接続要求を転送し、当該ＧＷ
装置（Ｂ）２０から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、取
得したＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報（１０．１．１．１）と鍵情報（ＹＹＹＹ）と
をＧＷ装置（Ａ）１０に送信するとともに、取得したＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情報
（１９２．１６８．１．１）と鍵情報（ＸＸＸＸ）とをＧＷ装置（Ｂ）２０に送信する。
その後、通信制御部３５は、ＧＷ装置（Ａ）１０に送信したアドレス情報と鍵情報とを使
用してＧＷ装置（Ｂ）２０と接続することを指示する。続いて、指示を受けたＧＷ装置（
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Ａ）１０の接続部１９は、ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とを接続する。
【００６８】
［接続制御装置を含むシステムによる処理］
　次に、図４を用いて、接続制御装置を含むシステムによる処理を説明する。図４は、実
施例１に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケンス図である。
【００６９】
　図４に示すように、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）とがＶｏＩＰまたはＰＳＴＮにて音声
通話中である際に、電話機（Ａ）は、接続要求を送信する特定の操作（ＰＢ押下やｏｎ－
ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作）を行う（ステップＳ４０１）。そして、ＧＷ装置（Ａ
）１０は、この特定の操作を検出し、記憶部１４を参照して接続要求であると判断して（
ステップＳ４０２）、接続要求と電話機（Ａ）の電話番号と電話機（Ｂ）の電話番号を接
続制御装置３０に送信する（ステップＳ４０３）。
【００７０】
　続いて、接続要求とそれぞれの電話番号とを受信した接続制御装置３０の通信制御部３
５は、受信したそれぞれの電話番号に対応したＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０
のアドレス情報と、それぞれの鍵情報とをアドレス情報記憶部３３から取得する（ステッ
プＳ４０４）。そして、接続制御装置３０の通信制御部３５は、ＧＷ装置（Ａ）１０から
受信した接続要求と取得したＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報と鍵情報とをＧＷ装置（Ｂ）
２０に転送する（ステップＳ４０５）。
【００７１】
　接続要求を転送されたＧＷ装置（Ｂ）２０は、当該接続要求を受信したことを音声信号
などで電話機（Ｂ）に通知する（ステップＳ４０６）。音声信号を受信した電話機（Ｂ）
は、ＰＢ押下などの操作により接続を許可する旨の応答をＧＷ装置（Ｂ）２０に送信する
（ステップＳ４０７）。
【００７２】
　その後、ＧＷ装置（Ｂ）２０は、電話機（Ｂ）から接続許可信号を受信すると、接続制
御装置３０から受信したＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情報と鍵情報とを用いて、接続す
るのに必要な設定（例えば、鍵情報を設定したり、ファイアウォールの設定変更を行った
りするなど）を行い（ステップＳ４０８）、接続制御装置３０に接続許可応答を送信する
（ステップＳ４０９）。
【００７３】
　そして、接続制御装置３０の通信制御部３５は、取得したＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレ
ス情報と鍵情報とをＧＷ装置（Ａ）１０に送信する（ステップＳ４１０）。続いて、ＧＷ
装置（Ａ）１０は、ＧＷ装置（Ｂ）２０と同様に、接続制御装置３０から受信したＧＷ装
置（Ｂ）２０のアドレス情報と鍵情報とを用いて、接続するのに必要な設定（例えば、鍵
情報を設定したり、ファイアウォールの設定変更を行ったりするなど）を行う（ステップ
Ｓ４１１）。
【００７４】
　その後、接続制御装置３０の通信制御部３５は、ＧＷ装置（Ａ）１０にＧＷ装置（Ｂ）
２０と接続する旨の指示を与え、ＧＷ装置（Ａ）１０は、設定した情報に基づいて、ＧＷ
装置（Ｂ）２０とＶＰＮを用いて接続する（ステップＳ４１２）。そして、ＧＷ装置（Ａ
）１０は、電話機（Ａ）に接続完了を通知する（ステップＳ４１３とステップＳ４１４）
。
【００７５】
［ＧＷ装置（Ａ）による処理］
　次に、図５を用いて、ＧＷ装置（Ａ）１０による処理を説明する。図５は、実施例１に
係るＧＷ装置（Ａ）１０による処理の流れを示すフローチャートである。
【００７６】
　図５に示すように、接続要求を示す特定の操作による信号を電話機（Ａ）から受信する
と（ステップＳ５０１肯定）、ＧＷ装置（Ａ）１０の接続要求送信部１８は、当該接続要
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求とともに、電話機（Ａ）および電話機（Ｂ）にそれぞれ割り当てられている電話番号を
接続制御装置２０に送信する（ステップＳ５０２）。
【００７７】
　その後、接続制御装置３０から接続先であるＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報と鍵情
報と接続指示とを受信すると（ステップＳ５０３肯定）、ＧＷ装置（Ａ）１０の接続部１
９は、受信したＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報と鍵情報とを用いて、ＧＷ装置（Ａ）
１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とをＶＰＮを用いて接続し（鍵情報を設定したり、ファイアウ
ォールの設定変更を行ったりするなど）、宅内ネットワーク（Ａ）と宅内ネットワーク（
Ｂ）とをセキュアな回線で通信可能に接続する（ステップＳ５０４）。そして、ＧＷ装置
（Ａ）１０は、接続完了を電話機（Ａ）に通知する（ステップＳ５０５）。
【００７８】
［ＧＷ装置（Ｂ）による処理］
　次に、図６を用いて、ＧＷ装置（Ｂ）２０による処理を説明する。図６は、実施例１に
係るＧＷ装置（Ｂ）２０による処理の流れを示すフローチャートである。
【００７９】
　図６に示すように、接続制御装置３０から接続要求とＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情
報と鍵情報とを受信すると（ステップＳ６０１肯定）、ＧＷ装置（Ｂ）２０は、当該接続
要求を受信したことを音声信号などで電話機（Ｂ）に通知する（ステップＳ６０２）。
【００８０】
　その後、ＰＢ押下などの操作により接続を許可する旨の応答を電話機（Ｂ）から受信す
ると（ステップＳ６０３肯定）、ＧＷ装置（Ｂ）２０は、接続制御装置３０から受信した
ＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情報と鍵情報とを用いて、接続するのに必要な設定（例え
ば、鍵情報を設定したり、ファイアウォールの設定変更を行ったりするなど）を行う（ス
テップＳ６０４）。
【００８１】
　続いて、ＧＷ装置（Ｂ）は、電話機（Ｂ）から受信した接続許可応答を接続制御装置３
０に送信する（ステップＳ６０５）。その後、ＧＷ装置（Ａ）１０から接続されることで
、ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とがＶＰＮを用いて接続される。
【００８２】
［接続制御装置による処理］
　次に、図７を用いて、接続制御装置３０による処理を説明する。図７は、実施例１に係
る接続制御装置３０による処理の流れを示すフローチャートである。
【００８３】
　図７に示すように、ＧＷ装置（Ａ）１０から接続要求と電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）と
のそれぞれの電話番号を受信すると（ステップＳ７０１肯定）、接続制御装置３０の通信
制御部３５は、接続要求元であるＧＷ装置（Ａ）１０のアドレス情報と鍵情報とを取得す
るとともに（ステップＳ７０２）、接続要求先であるアドレス情報記憶部３３から電話番
号に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報を取得する（ステッ
プＳ７０３）。
【００８４】
　そして、接続制御装置３０は、受信した接続要求と取得したＧＷ装置（Ａ）１０のアド
レス情報と鍵情報とをＧＷ装置（Ｂ）２０に送信する（ステップＳ７０４）。その後、Ｇ
Ｗ装置（Ｂ）２０から接続要求に対する許可応答を受信すると（ステップＳ７０５肯定）
、接続制御装置３０の通信制御部３５は、取得したＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報と
鍵情報とをＧＷ装置（Ａ）１０に送信し、ＧＷ装置（Ａ）１０に対して接続指示を与える
（ステップＳ７０６）。
【００８５】
［実施例１による効果］
　このように、実施例１によれば、ＧＷ装置（Ａ）１０は、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）
との間で通信が実行されている際に、ＧＷ装置（Ａ）１０とＧＷ装置（Ｂ）２０とを通信
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可能に接続する旨の要求を示す接続要求を電話機（Ａ）から受け付けて、電話機（Ａ）か
ら接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求とともに、電話機（Ｂ）に割り当てられて
いる電話番号を接続制御装置３０に送信し、接続制御装置３０は、電話機の電話番号ごと
に、各電話装置が接続されるＧＷ装置を一意に識別するためのアドレス情報を対応付けて
記憶し、ＧＷ装置（Ａ）１０から接続要求および電話番号を受信した場合に、ＧＷ装置（
Ａ）１０のアドレス情報を取得するとともに、アドレス情報記憶部３３から電話番号に対
応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）２０のアドレス情報を取得し、各アドレス情報
を用いてＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０を通信可能に接続するので、利用
者の負担なく、容易に異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【００８６】
　例えば、一般的に使用されているアナログ電話機とは別に、あたらしくＶｏＩＰ電話機
を購入し、さらに、そのＶｏＩＰ電話機でネットワーク接続を行うために、ＩＰアドレス
などの接続情報を設定したり、操作手順を習得する必要がなく、通常のアナログ電話機ま
たは使用している電話機だけで異なるネットワーク同士を接続することができる結果、利
用者の負担なく、容易に異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【００８７】
　また、実施例１によれば、アドレス情報記憶部３３は、電話機の電話番号ごとに、各Ｇ
Ｗ装置が通信に際して用いる鍵情報をさらに対応付けて記憶し、アドレス情報記憶部３３
からＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０に対応する鍵情報をそれぞれ取得し、
当該ＧＷ装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０を通信可能に接続するに際して、鍵情
報を各ＧＷ装置に送信するので、利用者の負担なく、容易にかつ安全に異なるネットワー
ク同士を接続することが可能である。
【００８８】
　例えば、ＶＰＮなどのセキュアな接続を行うために必要な鍵情報などを、電話機で使用
する音声通信上でやり取りする必要がなく、電話機だけで利用者の負担なく、高度なＶＰ
Ｎ接続を用いて異なるネットワーク同士を容易にかつ安全に接続することが可能である。
【００８９】
　また、実施例１によれば、ＧＷ装置（Ｂ）２０に対して接続要求を転送し、当該ＧＷ装
置（Ｂ）２０から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、ＧＷ
装置（Ａ）１０およびＧＷ装置（Ｂ）２０を通信可能に接続するので、無条件で接続せず
に、接続先が許可する場合のみ接続することができ、勝手に接続されることを防ぐ結果、
セキュリティを高くしつつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続す
ることが可能である。
【実施例２】
【００９０】
　さて、これまで実施例１では、ＧＷ装置（Ａ）からのみ接続要求が送信された場合につ
いて説明してきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＧＷ装置（Ａ）およびＧ
Ｗ装置（Ｂ）の両方から接続要求を送信するようにしてもよい。
【００９１】
　そこで、実施例２では、図８を用いて、ＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）の両方が
接続要求を送信する場合について説明する。なお、以下では、実施例２に係る処理の手順
、実施例２の効果を順に説明する。
【００９２】
［接続制御装置を含むシステムによる処理］
　次に、図８を用いて、接続制御装置を含むシステムによる処理を説明する。図８は、実
施例２に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケンス図である。
【００９３】
　図８に示すように、実施例１と同様に、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）とがＶｏＩＰまた
はＰＳＴＮにて音声通話中である際に、電話機（Ａ）は、接続要求を送信する特定の操作
（ＰＢ押下やｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作）を行う（ステップＳ８０１）。そ
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して、ＧＷ装置（Ａ）は、この特定の操作を検出し、記憶部を参照して接続要求であると
判断して（ステップＳ８０２）、接続要求と電話機（Ａ）の電話番号と電話機（Ｂ）の電
話番号を接続制御装置に送信する（ステップＳ８０３）。
【００９４】
　続いて、接続要求とそれぞれの電話番号とを受信した接続制御装置は、受信したそれぞ
れの電話番号に対応したＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報と、それぞれの
鍵情報とをアドレス情報ＤＢから取得する（ステップＳ８０４）。
【００９５】
　そして、電話機（Ａ）と同様に、電話機（Ｂ）は、接続要求を送信する特定の操作（Ｐ
Ｂ押下やｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作）を行う（ステップＳ８０５）。その後
、ＧＷ装置（Ｂ）は、この特定の操作を検出し、記憶部を参照して接続要求であると判断
して（ステップＳ８０６）、接続要求と電話機（Ｂ）の電話番号と電話機（Ａ）の電話番
号を接続制御装置に送信する（ステップＳ８０７）。
【００９６】
　そして、接続制御装置は、両方のＧＷ装置から接続要求を受信したことを根拠に、接続
許可を受信したと判定し、取得したＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報と鍵情報とをＧＷ装置
（Ａ）に送信し（ステップＳ８０８）、また、取得したＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報と
鍵情報とをＧＷ装置（Ｂ）に送信する（ステップＳ８０９）。
【００９７】
　その後、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）は、実施例１と同様に、受信した各情報に基
づいて、接続するのに必要な各設定を行う（ステップＳ８１０とステップＳ８１１）。そ
して、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とに相互接続する旨の指示を与
え、ＧＷ装置（Ａ）は、設定した情報に基づいて、ＧＷ装置（Ｂ）２０とＶＰＮを用いて
接続し、ＧＷ装置（Ｂ）も同様にＧＷ装置（Ａ）と接続する（ステップＳ８１２）。
【００９８】
　そして、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）に接続完了を通知し（ステップＳ８１３とス
テップＳ８１４）、同様に、ＧＷ装置（Ｂ）は、電話機（Ｂ）に接続完了を通知し（ステ
ップＳ８１５とステップＳ８１６）。以降、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）との間は、
ＶＰＮを用いたセキュアな回線で接続される。なお、このように両方のＧＷ装置から接続
要求を受信した場合、接続制御装置は、どちらかの接続要求を優先して処理するようにし
てもよい。
【００９９】
［実施例２による効果］
　このように、実施例２によれば、ＧＷ装置（Ｂ）は、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）との
間で通信が実行されている際に、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とを通信可能に接続す
る旨の要求を示す接続要求を電話機（Ｂ）から受け付けて、電話機（Ｂ）から接続要求を
受け付けた場合に、当該接続要求とともに、電話機（Ｂ）に割り当てられている電話番号
を接続制御装置に送信し、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）から接
続要求および電話番号をそれぞれ受信した場合に、アドレス情報ＤＢから各電話番号に対
応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報をそれぞ
れ取得し、各アドレス情報を用いてＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）を通信可能に接
続するので、片方のＧＷ装置から接続要求を受信して、許可応答を待つのに比べて、接続
制御装置は、迅速にＧＷ装置を接続するアドレス情報などを取得して、両方のＧＷ装置に
送信することができる結果、ＧＷ装置が接続要求を送信してから、ＧＷ装置間の接続が完
了するまでの処理時間を短縮することが可能である。
【実施例３】
【０１００】
　さて、これまで実施例１と２では、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）との２つの装置の
間を接続する場合について説明してきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例
えば、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）と他のＧＷ装置（ＧＷ装置（Ｃ））との３つのＧ
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Ｗ装置をそれぞれ接続するようにしてもよい。
【０１０１】
　そこで、実施例３では、図９および図１０を用いて、ＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（
Ｂ）の両方が接続要求を送信する場合について説明する。なお、以下では、実施例３に係
る接続制御装置の概要および特徴、処理の手順、実施例３の効果を順に説明する。
【０１０２】
［接続制御装置の概要および特徴］
　まず、図９を用いて、実施例３に係る接続制御装置の概要および特徴を説明する。図９
は、実施例３に係る接続制御装置を含むシステムの全体構成図である。
【０１０３】
　図９に示すように、このシステムは、宅内ネットワーク（Ａ）と、宅内ネットワーク（
Ｂ）と、接続制御装置と、サービスネットワーク（Ｃ）とが、インターネットやＶｏＩＰ
網・ＰＳＴＮ網により様々な装置が接続されて構成される。また、宅内ネットワーク（Ａ
）と、宅内ネットワーク（Ｂ）に接続される装置は、実施例１と同様に、電話機や他の情
報家電が接続されている。
【０１０４】
　また、実施例１と同様に、電話機（Ａ）には、電話番号「０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が
割り当てられ、電話機（Ｂ）には、電話番号「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が割り当てられ
、ＧＷ装置（Ａ）には、ＩＰアドレス「１９２．１６８．１．１」が設定されており、同
様に、ＧＷ装置（Ｂ）には、ＩＰアドレス「１０．１．１．１」が設定されている。また
、実施例１と同様に、電話機（Ａ）は、電話番号「０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」をダイアル
して、電話機（Ｂ）と通信が実行されている状態、つまり、電話機（Ａ）を発信元、電話
機（Ｂ）を着信先として通話状態にある。
【０１０５】
　そして、実施例１とは異なり、宅内ネットワーク（Ａ）や接続制御装置とインターネッ
トを介して、サービスネットワーク（Ｃ）が接続されており、サービスネットワーク（Ｃ
）には、サービスサーバ（Ｃ）や他の装置が接続される。サービスネットワーク（Ｃ）に
接続されるサービスサーバ（Ｃ）や他の装置は、あらかじめ登録された利用者に対しての
み、ＧＷ装置（Ｃ）を介して、音楽ダウンロードや映画視聴などのサービスを提供する。
また、ＧＷ装置（Ｃ）には、ＩＰアドレス「１．１．１．１」が設定されている。
【０１０６】
　このような構成のもと、接続制御装置は、実施例１と同様に、電話機（Ａ）や電話機（
Ｂ）の電話装置の電話番号ごとに、各電話装置が接続されるＧＷ装置を一意に識別するた
めのアドレス情報を対応付けてアドレス情報ＤＢに記憶する。そして、実施例１とは異な
り、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）またはＧＷ装置（Ｂ）が利用者登録しているサービ
ス情報をサービス情報ＤＢに記憶する。具体的に例を挙げると、サービス情報ＤＢは、『
利用者登録を行っているＧＷ装置を示す「ＧＷ装置のＩＰアドレス」、サービスを一意に
識別する「サービス識別子」、サービスを提供する装置が接続されるＧＷ装置の「ＩＰア
ドレス」』として「１９２．１６８．１．１、＃０１、１．１．１．１」や「１９２．１
６８．１．１、＃０２、２．２．２．２」などと記憶する。
【０１０７】
　そして、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）との間で通信が実行されてい
る際に、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とを通信可能に接続する旨の要求を示す接続要
求とともに、ＧＷ装置（Ｃ）を特定するサービス特定情報として「＃０１」を電話機（Ａ
）から受け付ける（図９の（１）と（２）参照）。上記した例で具体的に説明すると、Ｇ
Ｗ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）が電話機（Ｂ）と通話中に、＃０１押下や受話器のｏｎ－
ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作などの特定の動作を行うことで送信される電話機（Ｂ）
が接続される宅内ネットワーク（Ｂ）との接続要求とサービス特定情報（＃０１）とを電
話機（Ａ）から受信する。
【０１０８】
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　続いて、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）から接続要求を受け付けた場合に、当該接続
要求と電話機（Ｂ）に割り当てられている電話番号をとともに、サービス特定情報を接続
制御装置に送信する（図９の（３）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ＧＷ装置
（Ａ）は、電話機（Ａ）から接続要求を受け付けた場合に、当該接続要求と電話機（Ａ）
に割り当てられている電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話機（Ｂ）に割り当てら
れている電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とともに、サービス特定情報（＃０１）を
接続制御装置に送信する。
【０１０９】
　その後、接続制御装置は、電話機（Ａ）から接続要求および電話番号とともにサービス
特定情報を受信した場合に、ＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報を取得するとともに、アドレ
ス情報ＤＢから電話番号に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報を
取得し、そして、サービス情報ＤＢからＧＷ装置（Ｃ）のアドレス情報を取得し、各アド
レス情報を用いてＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）を通信可能に接続する（図９の（
４）～（６）参照）。
【０１１０】
　上記した例で具体的に説明すると、接続制御装置は、電話機（Ａ）から接続要求および
電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）と電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）とを受信し
た場合に、アドレス情報ＤＢから電話番号（０３－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）に対応するＧＷ装
置（Ａ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）と、電話番号（０６－ＸＸＸ－ＸＸ
ＸＸ）に対応するアドレス情報としてＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報（１０．１．１．１
）を取得する。
【０１１１】
　そして、接続制御装置は、受信したアドレス情報（１９２．１６８．１．１）とサービ
ス特定情報（＃０１）がサービス情報ＤＢに記憶されている場合、ＧＷ装置（Ａ）がサー
ビス利用者登録を行っていると判定し、アドレス情報（１９２．１６８．１．１）とサー
ビス特定情報（＃０１）に対応付けて記憶されるアドレス情報（１．１．１．１）を取得
する。
【０１１２】
　そして、接続制御装置は、取得したＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報（１０．１．１．１
）とＧＷ装置（Ｃ）のアドレス情報（１．１．１．１）とをＧＷ装置（Ａ）に送信すると
ともに、取得したＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）とＧＷ装置
（Ｃ）のアドレス情報（１．１．１．１）とをＧＷ装置（Ｂ）に送信する。
【０１１３】
　その後、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とにそれぞれ送信したアド
レス情報を使用して、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｃ）とを接続することを指示するとと
もに、ＧＷ装置（Ｂ）とＧＷ装置（Ｃ）とを接続することを指示する。そして、指示を受
けたＧＷ装置（Ａ）およびＧＷ装置（Ｂ）は、それぞれＧＷ装置（Ｃ）と通信可能に接続
する。
【０１１４】
　なお、接続制御装置は、アドレス情報ＤＢにそれぞれのＧＷ装置に応じた鍵情報を記憶
し、接続要求を受信すると、アドレス情報とあわせて鍵情報を取得して送信することで、
ＶＰＮなどのセキュアな回線を用いて、それぞれのＧＷ装置同士を接続するようにしても
よい。
【０１１５】
　このように、実施例３に係る接続制御装置は、複数のネットワーク同士を相互に容易に
接続することが可能である。具体的には、宅内ネットワーク（Ａ）とサービスネットワー
ク（Ｃ）とを接続し、宅内ネットワーク（Ｂ）とサービスネットワーク（Ｃ）とを接続す
ることができる。
【０１１６】
［接続制御装置を含むシステムによる処理］
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　次に、図１０を用いて、接続制御装置を含むシステムによる処理を説明する。図１０は
、実施例３に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケンス図であ
る。
【０１１７】
　図１０に示すように、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）とがＶｏＩＰまたはＰＳＴＮにて音
声通話中である際に、電話機（Ａ）は、接続要求を送信する特定の操作（＃０２押下やｏ
ｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作）を行うとともに、サービスを特定する動作を行う
（ステップＳ１００１）。そして、ＧＷ装置（Ａ）は、この特定の操作を検出し、記憶部
を参照して接続要求であると判断して（ステップＳ１００２）、接続要求と電話機（Ａ）
の電話番号と電話機（Ｂ）の電話番号とサービス特定情報とを接続制御装置に送信する（
ステップＳ１００３）。
【０１１８】
　続いて、接続要求とそれぞれの電話番号とを受信した接続制御装置は、受信したそれぞ
れの電話番号に対応したＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報と、それぞれの
鍵情報とをアドレス情報ＤＢから取得するとともに、サービス特定情報に対応したＧＷ装
置（Ｃ）のアドレス情報をサービス情報ＤＢから取得する（ステップＳ１００４）。そし
て、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）から受信した接続要求と、取得したＧＷ装置（Ａ）
のアドレス情報と鍵情報と、ＧＷ装置（Ｃ）のアドレス情報とをＧＷ装置（Ｂ）に送信す
る（ステップＳ１００５）。
【０１１９】
　接続要求を転送されたＧＷ装置（Ｂ）は、当該接続要求を受信したことを音声信号など
で電話機（Ｂ）に通知する（ステップＳ１００６）。音声信号を受信した電話機（Ｂ）は
、ＰＢ押下などの操作により接続を許可する旨の応答をＧＷ装置（Ｂ）に送信する（ステ
ップＳ１００７）。
【０１２０】
　その後、ＧＷ装置（Ｂ）は、電話機（Ｂ）から接続許可信号を受信すると、接続制御装
置から受信したＧＷ装置（Ａ）のアドレス情報を用いて、接続するのに必要な設定（例え
ば、ファイアウォールの設定変更を行ったりするなど）を行い（ステップＳ１００８）、
接続制御装置に接続許可応答を送信する（ステップＳ１００９）。
【０１２１】
　そして、接続制御装置は、取得したＧＷ装置（Ｂ）のアドレス情報とＧＷ装置（Ｃ）の
アドレス情報とをＧＷ装置（Ａ）に送信する（ステップＳ１０１０）。続いて、ＧＷ装置
（Ａ）は、ＧＷ装置（Ｂ）と同様に、接続制御装置から受信した各種情報を用いて、接続
するのに必要な設定（例えば、ファイアウォールの設定変更を行ったりするなど）を行う
（ステップＳ１０１１）。
【０１２２】
　その後、接続制御装置は、ＧＷ装置（Ａ）とＧＷ装置（Ｂ）とに接続する旨の指示を与
え、ＧＷ装置（Ａ）は、設定した情報に基づいて、ＧＷ装置（Ｃ）と接続し（ステップＳ
１０１２）、ＧＷ装置（Ｂ）は、設定した情報に基づいて、ＧＷ装置（Ｃ）と接続する（
ステップＳ１０１３）。
【０１２３】
　そして、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）に接続完了を通知し（ステップＳ１０１４と
ステップＳ１０１５）、同様に、ＧＷ装置（Ｂ）は、電話機（Ｂ）に接続完了を通知する
（ステップＳ１０１６とステップＳ１０１７）。
【０１２４】
［実施例３による効果］
　このように、実施例３によれば、接続要求とともに、宅内ネットワーク（Ａ）が接続を
許可されているＧＷ装置（Ｃ）を特定するためのサービス特定情報を受け付け、接続要求
および電話番号とともに、サービス特定情報を接続制御装置に送信し、ＧＷ装置（Ａ）か
ら、接続要求および電話番号とともにサービス特定情報を受信した場合に、当該サービス
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特定情報で特定されるＧＷ装置（Ｃ）およびＧＷ装置（Ａ）を通信可能に接続するととも
に、ＧＷ装置（Ｃ）およびＧＷ装置（Ｂ）を通信可能に接続するので、複数のネットワー
ク同士を相互に容易に接続することが可能である。
【０１２５】
　例えば、宅内ネットワーク（Ａ）の利用者Ａがサービスサーバ（Ｃ）が提供する音楽ダ
ウンロードサービスに利用者登録しており、宅内ネットワーク（Ｂ）の利用者Ｂが音楽ダ
ウンロードサービスに利用者登録していない場合に、利用者Ａがお勧めの音楽の視聴を利
用者Ｂに促したとすると、利用者Ｂは利用者登録する必要はなく、音楽ダウンロードサー
ビスを利用することができる。
【実施例４】
【０１２６】
　さて、これまで実施例１～３では、接続制御装置がＧＷ装置のアドレス情報を取得して
ＧＷ装置同士を接続する場合について説明してきたが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、ＧＷ装置が接続先ＧＷ装置のアドレス情報を取得して、他のＧＷ装置と接続する
ようにしてもよい。
【０１２７】
　そこで、実施例４では、図１１を用いて、ＧＷ装置（Ｘ）がＧＷ装置（Ｙ）のアドレス
情報を取得して、ＧＷ装置（Ｘ）とＧＷ装置（Ｙ）とを接続する場合について説明する。
なお、以下では、実施例４に係るデータ中継装置（ＧＷ装置（Ｘ））を含むシステムの概
要および特徴、実施例４の効果を順に説明する。
【０１２８】
［データ中継装置の概要および特徴］
　図１１を用いて、実施例４に係るデータ中継装置の概要および特徴を説明する。図１１
は、実施例４に係るデータ中継装置を含むシステムの全体構成図である。
【０１２９】
　図１１に示すように、このシステムは、宅内ネットワーク（Ｘ）と、宅内ネットワーク
（Ｙ）とが、インターネットおよびＶｏＩＰ網により接続されて構成される。宅内ネット
ワーク（Ｘ）は、ＧＷ装置（Ｘ）と、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）と、ＷｅｂＴＶやＰＣなどの
情報家電（ネットワーク装置）とから構成される。そして、これらの宅内ネットワークに
接続される各装置は、ＧＷ装置（Ｘ）を介してインターネットに接続される。また、ＶＯ
ＩＰ電話機（Ｘ）は、ＧＷ装置（Ｘ）を介して、ＶｏＩＰ網に接続され、ＶＯＩＰ電話機
（Ｙ）と音声接続（通話）される。また、宅内ネットワーク（Ｖ）も、宅内ネットワーク
（Ｘ）と同様に、ＧＷ装置（Ｙ）と、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）と、ＷｅｂＴＶやＰＣなどの
情報家電（ネットワーク装置）とから構成される。
【０１３０】
　そして、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）には、電話番号「ＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が割り当て
られ、同様に、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）には、電話番号「ＹＹ－ＹＹＹ－ＹＹＹＹ」が割り
当てられている。また、ＧＷ装置（Ｘ）には、ＩＰアドレス「１９２．１６８．１．１」
が設定されており、同様に、ＧＷ装置（Ｙ）には、ＩＰアドレス「１０．１．１．１」が
設定されている。そして、図１では、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）は、電話番号「ＹＹ－ＹＹＹ
－ＹＹＹＹ」をダイアルして、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）と通信が実行されている状態、つま
り、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）を発信元、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）を着信先として通話状態にあ
る。
【０１３１】
　このような構成のもと、ＧＷ装置（Ｘ）は、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（
Ｙ）との間で通信が実行されている際に、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネットワーク（
Ｙ）とを通信可能に接続する旨の要求を示す接続要求をＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から受け付
ける（図１１の（１）と（２）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ＧＷ装置（Ｘ
）は、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）がＶＯＩＰ電話機（Ｙ）と通話中に、プッシュボタン押下や
受話器のｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作などの特定の動作を行うことで送信され
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る宅内ネットワーク（Ｙ）との接続要求をＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から受信する。
【０１３２】
　続いて、ＧＷ装置（Ｘ）は、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から接続要求を受け付けた場合に、
ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）との間で通信が実行されていることを根拠
に、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）が接続されている宅内ネットワーク（Ｙ）に割り当てられたア
ドレス情報を取得して、接続要求とアドレス情報とを宅内ネットワーク（Ｙ）に送信する
（図１の（３）と（４）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ＧＷ装置（Ｘ）は、
ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から接続要求を受け付けた場合に、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩ
Ｐ電話機（Ｙ）との間でセッション情報から接続先の宅内ネットワーク（Ｙ）に接続され
るＧＷ装置（Ｙ）のＩＰアドレス（１０．１．１．１）を取得し、当該接続要求と自身の
アドレス（１９２．１６８．１．１）とアドレス情報（１０．１．１．１）とをＧＷ装置
（Ｙ）に送信する。なお、ＧＷ装置（Ｘ）は、必ずしも自身のアドレス情報（１９２．１
６８．１．１）を送信する必要はなく、接続要求を受信したＧＷ装置（Ｙ）は、ＶＯＩＰ
電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）とが通信できていることを根拠に、当該接続要求か
らＧＷ装置（Ｘ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）を取得するようにしてもよ
い。
【０１３３】
　そして、ＧＷ装置（Ｘ）は、接続要求とアドレス情報とを宅内ネットワーク（Ｙ）に送
信されると、宅内ネットワーク（Ｙ）から当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受
信した場合に限り、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とを通信可能に接
続する（図１１の（５）と（６）参照）。上記した例で具体的に説明すると、接続要求を
受信したＧＷ装置（Ｙ）は、当該接続要求とともに送信された要求元のアドレス情報（１
９２．１６８．１．１）と、ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）とＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とのセッショ
ン情報から取得したＧＷ装置（Ｘ）のアドレス情報とが一致する場合に、当該接続要求を
許可する旨の応答をＧＷ装置（Ｘ）に送信する。
【０１３４】
　続いて、ＧＷ装置（Ｘ）は、当該応答を受信すると、取得したＧＷ装置（Ｙ）のアドレ
ス情報を用いて、ＧＷ装置（Ｘ）とＧＷ装置（Ｙ）とを通信可能にして、宅内ネットワー
ク（Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とを接続する。なお、ＧＷ装置（Ｙ）は、当該接続要
求とともに送信された要求元のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）と、ＶＯＩＰ電
話機（Ｙ）とＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とのセッション情報から取得したＧＷ装置（Ｘ）のア
ドレス情報とが一致するか否かを自動的に判定して、一致する場合、接続を許可する応答
を送信し、一致しない場合、接続を拒否する応答を送信するようにしてもよい。また、接
続要求とともに、ＶＰＮ接続に必要な鍵情報を送信して、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内
ネットワーク（Ｙ）とをＶＰＮを用いて接続するようにしてもよい。
【０１３５】
　また、実施例４では、ＧＷ装置（Ｘ）がＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から接続要求を受信した
場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ
）からＧＷ装置（Ｘ）を介してＧＷ装置（Ｙ）が接続要求を受信してもよい。このように
、ＧＷ装置（Ｙ）が接続要求を受信した場合も、上記したように、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）
とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）との間で通信が実行されていることを根拠に、ＶＯＩＰ電話機（
Ｙ）は、当該接続要求からＧＷ装置（Ｘ）のアドレス情報（１９２．１６８．１．１）を
取得して、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とを接続する。
【０１３６】
［実施例４による効果］
　このように、実施例４によれば、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）との間
で通信が実行されている際に、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とを通
信可能に接続する旨の要求を示す接続要求をＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から受け付けて、ＶＯ
ＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）との間で通信が実行されていることを根拠に、
ＶＯＩＰ電話機（Ｙ）が接続されている宅内ネットワーク（Ｙ）に割り当てられているア
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ドレス情報を取得して、当該アドレス情報を用いて宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネット
ワーク（Ｙ）とを通信可能に接続するので、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士
を容易にかつ安全に接続することが可能である。
【０１３７】
　例えば、宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とがＶＯＩＰ網で接続され
ており、ＧＷ装置（Ｘ）は、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）とＶＯＩＰ電話機（Ｙ）とのセッショ
ン情報から宅内ネットワーク（Ｙ）に接続されるＧＷ装置（Ｙ）に割り当てられているア
ドレス情報を取得して、当該アドレス情報を用いて宅内ネットワーク（Ｘ）と宅内ネット
ワーク（Ｙ）とを通信可能に接続するので、利用者の負担なく、異なるネットワーク同士
を容易にかつ安全に接続することが可能である。
【０１３８】
　また、実施例４によれば、ＶＯＩＰ電話機（Ｘ）から接続要求を受け付けた場合に、接
続要求とアドレス情報とを宅内ネットワーク（Ｘ）に送信し、宅内ネットワーク（Ｙ）か
ら当該接続要求を許可する旨の接続許可応答を受信した場合に限り、宅内ネットワーク（
Ｘ）と宅内ネットワーク（Ｙ）とを通信可能に接続するので、無条件で接続せずに、接続
先が許可する場合のみ接続することができ、勝手に接続されることを防ぐ結果、セキュリ
ティを高くしつつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続することが
可能である。
【０１３９】
　例えば、接続要求としてＶＰＮ接続情報を送信する場合、当該接続要求をＳＩＰ（Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄ
ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒｉｔｏｃｏｌ）のネゴシエーション要求である場合、ＳＤＰ
上で接続要求やＶＰＮ接続情報をやり取りすることができる結果、セキュリティを高くし
つつ、高度なＶＰＮ接続を用いて異なるネットワーク同士を接続することが可能である。
【実施例５】
【０１４０】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下に示すように、（１）
切断制御、（２）認証および通信路、（３）課金、（４）第三者特定情報、（５）接続要
求認識信号、（６）システム構成等、にそれぞれ区分けして異なる実施例を説明する。
【０１４１】
（１）切断制御
　例えば、ＧＷ装置（Ａ）またはＧＷ装置（Ｂ）は、宅内ネットワーク（Ａ）と宅内ネッ
トワーク（Ｂ）とを接続した後、電話機（Ａ）と電話機（Ｂ）の通話が終了を契機に、宅
内ネットワーク（Ａ）と宅内ネットワーク（Ｂ）との接続を切断するようにしてもよい。
【０１４２】
　このようにすることで、切断に際しても、特別な能力や機能を必要とせず、さらに、利
用者の負担なく、容易に異なるネットワーク同士を接続および切断することが可能である
。例えば、切断するのに、また、電話機を操作する必要がなく、利用者の負担を軽減する
ことができ、さらに、電話機による通話が完了しているにも関わらず、無駄な接続を防止
することができ、第三者のネットワーク侵入の機会を防ぐことができる。
【０１４３】
（２）認証および通信路
　また、接続制御装置は、記憶するアドレス情報ＤＢに基づいて、ＧＷ装置からのアクセ
ス可否を判定してもよく（具体的に例を挙げれば、アドレス情報ＤＢにアドレスが記憶さ
れていることを条件に、アクセスを許可するなど）、また、接続制御装置は、別途利用者
情報（例えば、ユーザＩＤやパスワードなど）をアドレス情報ＤＢに記憶しておき、接続
してきたＧＷ装置に対して、パスワード入力を求めるなどの利用者認証を行ってもよい。
【０１４４】
　また、実施例１～３では、ＧＷ装置は、インターネットなどを介してアドレス情報や鍵
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情報などを送信する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
接続制御装置との間で安全な通信路を用いて、接続するようにしてもよい。例えば、上記
した認証を行った結果、特別なポート番号を使用して安全な通信路を確保したり、ＧＷ装
置と接続制御装置とを特別なプロトコルで通信するようにしたりしてもよい。
【０１４５】
（３）課金
　また、接続制御装置は、ＧＷ装置間の接続に関する情報として、接続時間やＶＰＮの使
用可否などを保持しておくことで、後に課金情報として用いてもよい。例えば、接続時間
に応じて課金をしたり、ＶＰＮを使用すると課金するなど、様々な課金情報として用いる
ことができる。
【０１４６】
（４）第三者特定情報
　また、実施例３では、接続制御装置は、ＧＷ装置から第三者特定情報としてサービス特
定情報（例えば、＃０２など）を受信する場合について説明したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、第三者通信装置（ＧＷ装置（Ｃ））のＩＰアドレスなどを受信して
もよい。具体的には、ＩＰアドレスやサーバ名（ホスト名）など第三者通信装置を特定す
るあらゆる情報を受信して、容易に複数のネットワーク同士を相互に接続することが可能
である。
【０１４７】
（５）接続要求認識信号
　また、実施例１～３では、ＧＷ装置（Ａ）は、電話機（Ａ）からｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆ
ｆ－ｈｏｏｋ動作による信号を受信すると、接続制御装置に接続要求を送信する場合につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、あらかじめＧＷ装置に信号と
接続要求とを対応付けて設定しておくことで、別の動作により、接続制御装置に接続要求
を送信するようにしてもよい。具体的には、「＃＃」などの特別なＰＢ（Ｐｕｓｈ　Ｂｕ
ｔｔｏｎ）信号などを、あらかじめＧＷ装置に設定してもよく、通常の電話機で送信する
ことができるあらゆる信号を検出することができる。
【０１４８】
（６）システム構成等
　また、本実施例において説明した各処理のうち（例えば、図５、６、７に示した処理な
ど）、自動的におこなわれるものとして説明した処理（例えば、接続要求と認識するため
のｏｎ－ｈｏｏｋ－ｏｆｆ－ｈｏｏｋ動作など）の全部または一部を手動的におこなうこ
ともでき、あるいは、手動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を
公知の方法で自動的におこなうこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理
手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報（例えば、アドレス
情報ＤＢやサービス情報ＤＢ）については、特記する場合を除いて任意に変更することが
できる。
【０１４９】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる（例えば、接続要求
受付部と接続要求送信部とを統合するなど）。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能
は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラ
ムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る
。
【０１５０】
　なお、本実施例で説明した各機能部の処理は、あらかじめ用意されたプログラムをパー
ソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによって実
現することができる。このプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配
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布することができる。また、このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク
（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に
記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行することも
できる。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　以上のように、本発明に係る接続制御システムおよび接続制御方法は、第一の電話装置
および他の通信装置が第一のデータ中継装置を介して他のネットワークに接続されるよう
に構成された第一のネットワークと、第二の電話装置および他の通信装置が第二のデータ
中継装置を介して他のネットワークに接続されるように構成された第二のネットワークと
を、接続制御装置による制御によって通信可能に接続することに有用であり、特に、利用
者の負担なく、異なるネットワーク同士を容易に接続することに適する。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】実施例１に係る接続制御装置を含むシステムの全体構成図である。
【図２】実施例１に係る接続制御装置を含むシステムの構成を示すブロック図である。
【図３】アドレス情報ＤＢに記憶される情報の構成例を示す図である。
【図４】実施例１に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケンス
図である。
【図５】実施例１に係るＧＷ装置（Ａ）による処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】実施例１に係るＧＷ装置（Ｂ）による処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】実施例１に係る接続制御装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】実施例２に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケンス
図である。
【図９】実施例３に係る接続制御装置を含むシステムの全体構成図である。
【図１０】実施例３に係る接続制御装置を含むシステムによる処理の流れを示すシーケン
ス図である。
【図１１】実施例４に係るデータ中継装置を含むシステムの全体構成図である。
【符号の説明】
【０１５３】
　１０　ＧＷ装置（Ａ）
　１１　外部ネットワークＩ／Ｆ部
　１２　内部ネットワークＩ／Ｆ部
　１３　電話機接続Ｉ／Ｆ部
　１４　記憶部
　１５　制御部
　１６　接続要求受付部
　１７　音声通信処理部
　１８　接続要求送信部
　１９　接続部
　２０　ＧＷ装置（Ｂ）
　２１　外部ネットワークＩ／Ｆ部
　２２　内部ネットワークＩ／Ｆ部
　２３　電話機接続Ｉ／Ｆ部
　２４　記憶部
　２５　制御部
　２６　接続要求受付部
　２７　音声通信処理部
　２８　接続要求送信部
　２９　接続部
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　３０　接続制御装置
　３１　通信制御Ｉ／Ｆ部
　３２　記憶部
　３３　アドレス情報記憶部
　３４　制御部
　３５　通信制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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